
船舶事故調査報告書 

平成３０年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年７月１７日 １５時５５分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市江田島北方沖 

 屋形石灯標から真方位２２２°６９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.６′ 東経１３２°２８.４′） 

事故の概要  プレジャーボート海
かい

等
とう

丸は、南西進中、反転し、南進中の旅客フェ

リー第十きりくしに衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月２７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客フェリー 第十きりくし、３８３トン 

   １４２８４５、上村汽船株式会社 

Ｂ プレジャーボート 海等丸、０.７トン 

   ＨＳ３－４２９３０（漁船登録番号）、個人所有 

第２７０－３１１３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に割損、船首部手すりが脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、旅客２３人を乗せ、車両５台

を積載し、約１０ノットの対地速力で手動操舵により南進していた。 

Ａ船は、単独の船橋当直に当たっていた船長Ａが、左舷方からＡ船

の前路を横切ったＢ船が右舷船首方至近で反転してＡ船に向けて接近

する態勢となったことを認め、汽笛を吹鳴するとともに、機関を中立

とし、後進をかけたが、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、家族１人を乗せて南西進中、出

航した砂浜に戻ることとして反転した直後、船長Ｂが左舷船首方至近

にＡ船を初めて認め、機関を後進にかけたが、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、右舷船首方至近で反転したＢ船を認

め、機関を中立とし、後進をかけたが、Ｂ船が衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、南西進中、船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなか

ったことから、右舷船尾方至近に迫ったＡ船に気付かずに反転し、Ａ

船に衝突したものと考えられる。 



 

原因  本事故は、江田島北方沖において、Ｂ船が、南西進中、船長Ｂが、

周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷船尾方至近に迫っ

たＡ船に気付かずに反転し、南進中のＡ船に衝突したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 


